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運転資格・法定検査等一覧表
［1］発電・溶接・照明機器

機　械　名 区　　　分 資　　　格 公道運転免許 法定検査 備　　　考

 発電機
（60Hz換算） 10kW以上

低圧電気取扱業務に係る特別教育の
資格保有が望ましい − 定自 定期自主検査

低圧とは
直流750V以下
交流600V以下

（安衛則）

 交流溶接機
金属の溶接・
溶断等 特教 アーク溶接等業務特別教育

− 電防 電撃防止装置の定期点検

 溶接機 − −

 投光車 10kW以上 低圧電気取扱業務に係る特別教育の
資格保有が望ましい 免

車両総重量が
7.5ｔ以上11ｔ未満;中型免許
3.5ｔ以上7.5ｔ未満;準中型免許
3.5ｔ未満;普通免許

車検 自動車検査制度の検査及び
定期点検

［2］環境関連機器

機　械　名 区　　　分 資　　　格 公道運転免許 法定検査 備　　　考

 pH処理機 − 技 特定化学物質・四アルキル鉛
等取扱作業主任者 − − 希硫酸タイプ

のもの

自走式土質改良機

最大つり上げ荷重
1ｔ以上5ｔ未満 技 小型移動式クレーンの運転技

能講習及び玉掛け技能講習
− 定自 定期自主検査

機体重量3ｔ以上 技
車両系建設機械（整地・運搬・
積込み用及び掘削用）技能講
習の資格保有が望ましい

［3］掘削・運搬・解体・林業機械

 機　械　名 区　　　分 資　　　格 公道運転免許 法定検査 備　　　考

 ミニバックホー
（超小旋回タイプ）

機体重量3ｔ未満
特教

車両系建設機械（整地・運搬・
積込み用及び掘削用）運転特
別教育

免

小型特殊
（緑ナンバー付）

大型特殊
（白ナンバー付）

（ホイール式のみ）

特自検
車両系建設機械

（整地・運搬・積込み用及び
掘削用）特定自主検査

（ブレーカーは解体用）

概ね
0.12m3

クラスまで
（解体アタッチメント） 特教 車両系建設機械（解体用）運転

特別教育

バックホー
（超小旋回タイプ）

機体重量3ｔ以上
技

車両系建設機械（整地・運搬・
積込み用及び掘削用）運転技
能講習

概ね
0.16m3

クラス以上
（解体アタッチメント） 技 車両系建設機械（解体用）運転

技能講習

バックホー
クレーン付

つり上げ荷重
1ｔ未満 特教 移動式クレーン運転業務特別

教育及び玉掛け特別教育
つり上げ荷重
1ｔ以上5ｔ未満 技 小型移動式クレーン運転技能

講習及び玉掛け技能講習

ホイールローダ

機体重量3ｔ未満 特教
車両系建設機械（整地・運搬・
積込み用及び掘削用）運転特
別教育

免 小型特殊
（緑ナンバー付） 車検

白ナンバー付の車両は自動
車検査制度の検査及び定期
点検

概ね
0.5m3まで

機体重量3ｔ以上 技
車両系建設機械（整地・運搬・
積込み用及び掘削用）運転技
能講習

免 大型特殊
（白ナンバー付） 特自検

車両系建設機械
（整地・運搬・積込み用及び

掘削用）特定自主検査

概ね
0.6m3以上

キャリアダンプ

最大積載量
1ｔ未満 特教 不整地運搬車運転特別教育

− 特自検 不整地運搬車
特定自主検査／2年最大積載量

1ｔ以上 技 不整地運搬車運転技能講習

グラップル
ハーベスタ
プロセッサ
ウルトラザウルス
フェラーバンチャザウルスロボ

− 特教 車両系木材伐出機械（伐木等
機械の運転の業務）特別教育 −

特自検

定自

車両系建設機械
（整地・運搬・積込み用及び

掘削用）特定自主検査

定期自主検査（努力義務）

フォワーダ − 特教 車両系木材伐出機械（走行集材
機械の運転の業務）特別教育 − 定自 定期自主検査（努力義務）

スイングヤーダ −

特教 車両系木材伐出機械（簡易架線集
材装置等の運転の業務）特別教育

−
特自検

定自

車両系建設機械
（整地・運搬・積込み用及び

掘削用）特定自主検査

定期自主検査（努力義務）特教 車両系木材伐出機械（伐木等機
械の運転の業務）特別教育
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格
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等
一
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表
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［5］レンタカー・車両機械

機　械　名 区　　　分 資　　　格 公道運転免許 法定検査 備　　　考

ダンプ
トラック
１BOX
散水車
バキュームコレクター
バン

− −

免
車両総重量が
7.5ｔ以上11ｔ未満;中型免許
3.5ｔ以上7.5ｔ未満;準中型免許
3.5ｔ未満;普通免許

車検 自動車検査制度の検査及び
定期点検

クレーン付
トラック

つり上げ荷重
1ｔ未満 特教 移動式クレーン運転業務特別

教育及び玉掛け特別教育 車検 自動車検査制度の検査及び
定期点検

つり上げ荷重
1ｔ以上5ｔ未満 技 小型移動式クレーン運転技能

講習及び玉掛け技能講習 定自 移動式クレーン定期自主検
査

［6］高所作業車・作業足場

機　械　名 区　　　分 資　　　格 公道運転免許 法定検査 備　　　考

自走式

作業床高さ
10m未満 特教 高所作業車運転特別教育

− 特自検 高所作業車特定自主検査
作業床高さ
10m以上 技 高所作業車運転技能講習

トラック式

作業床高さ
10m未満 特教 高所作業車運転特別教育

免
車両総重量が
7.5ｔ以上11ｔ未満;中型免許
3.5ｔ以上7.5ｔ未満;準中型免許
3.5ｔ未満;普通免許

特自検 高所作業車特定自主検査

作業床高さ
10m以上 技 高所作業車運転技能講習 車検 自動車検査制度の検査及び

定期点検
※�平成27年7月1日施工の労働安全衛生規則の一部改正に伴い、足場の組立て、解体又は変更に係る作業に従事する方は、「足場の組立て等の業務に係る特
別教育」が必要となります。

運転資格・法定検査等一覧表
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［4］道路・整地機械

 機　械　名 区　　　分 資　　　格 公道運転免許 法定検査 備　　　考

ローラ − 特教
車両系建設機械

（締固め用機械）
運転特別教育

免
小型特殊

（緑ナンバー）
大型特殊

（白ナンバー）
特自検

車両系建設機械
（締固め用機械）

特定自主検査

モーターグレーダー 機体重量3ｔ以上 技
車両系建設機械（整地・運搬・
積込み用及び掘削用）運転技
能講習

免 大型特殊
（白ナンバー） 特自検

車両系建設機械
（整地・運搬・積込み用及び

掘削用）特定自主検査

ブルドーザ

機体重量3ｔ未満 特教
車両系建設機械（整地・運搬・
積込み用及び掘削用）運転
特別教育

− 特自検
車両系建設機械

（整地・運搬・積込み用及び
掘削用）特定自主検査

機体重量3ｔ以上 技
車両系建設機械（整地・運搬・
積込み用及び掘削用）運転
技能講習
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運転資格・法定検査等一覧表
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［8］汎用機器

機　械　名 区　　　分 資　　　格 公道運転免許 法定検査 備　　　考

チェンソー −
特教 伐木等業務特別教育

− −
チェンソー取扱業務安全衛生
教育

グラインダー − 特教 研削といしの取替等の業務に
係る特別教育 − −

※下記の機械の作業に従事する方に関しましては、安全衛生教育の受講が勧奨されています
　振動工具・チッピングハンマー・ランマー�：チェーンソー以外の振動工具の取扱業務に関する安全衛生教育
　　　　　　　　　　�　　　　　��刈払機�：刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育
　　　　　　　　　　　�　　　　��丸ノコ�：携帯丸のこ盤を使用する作業に従事する者に対する安全衛生教育

［9］基礎・地盤改良機

機　械　名 区　　　分 資　　　格 公道運転免許 法定検査 備　　　考

杭打抜機
杭打機（LHV）

機体重量3ｔ未満
特教 車両系建設機械

（基礎工事用）運転特別教育

−

特自検
車両系建設機械

（基礎工事用）
特定自主検査特教 作業装置操作特別教育

機体重量3ｔ以上
技 車両系建設機械

（基礎工事用）運転技能講習 特自検
車両系建設機械

（基礎工事用）
特定自主検査特教 作業装置操作運転特別教育

バイブロハンマー − 特教 車両系建設機械（基礎工事用）の作
業装置の操作業務に係る特別教育 − 特自検 車両系建設機械

（基礎工事用）特定自主検査

ボーリングマシン − 特教 ボーリングマシンの運転の業
務に係る特別教育 − −

［7］荷役・揚重機械

機　械　名 区　　　分 資　　　格 公道運転免許 法定検査 備　　　考

ミニクローラ
クレーン

つり上げ荷重
1ｔ未満 特教 移動式クレーン運転業務特別

教育及び玉掛け特別教育

−

定自 定期自主検査

特自検（排土板付に限る）

クローラクレーン

つり上げ荷重
1ｔ以上〜5ｔ未満 技 小型移動式クレーン運転技能

講習及び玉掛け技能講習

揚検 揚重機検査／2年
※吊上げ荷重3ｔ以上

定自 定期自主検査
（つり上げ荷重が0.5t以上のもの）

カニクレーン
特自検（排土板付に限る）

フォークリフト
最大荷重1ｔ未満 特教 フォークリフト運転特別教育

免
小型特殊
 （緑ナンバー）
大型特殊

（白ナンバー）
特自検 フォークリフト特定自主検

査
公 道 上 で は 作
業不可

最大荷重1ｔ以上 技 フォークリフト運転技能講習

ベビーウインチ
ウインチ − 特教 巻き上げ機械運転特別教育 − −

ベビーホイスト − 特教（巻上げ機械運転特別教育の資
格保有が望ましい） − −

ホイスト

つり上げ荷重
0.5ｔ〜5ｔ未満

特教 クレーン運転特別教育
（だたし1ｔ未満）

−

月例検査・年次検査等

設 置 報 告 書、
設置届等（クレ
ー ン 等 安 全 規
則による）技 玉掛け技能講習

（だたし1ｔ以上）

つり上げ荷重
5ｔ 以上

免 クレーン運転士免許

定自
定期自主検査
落成検査・月例検査等
年次検査・性能検査等

技 床上操作式クレーン運転技能講習
（荷とともに移動するもの）

技 玉掛け技能講習

タワークレーン

つり上げ荷重
5ｔ未満 特教 クレーン運転特別教育

− 揚検 揚重機検査／2年
※吊上げ荷重3ｔ以上

設 置 報 告 書、
設置届等（クレ
ー ン 等 安 全 規
則による）

つり上げ荷重
5ｔ以上 免 クレーン運転士免許

つり上げ荷重
1ｔ未満 特教 玉掛け特別教育

つり上げ荷重
1ｔ以上 技 玉掛け技能講習




